
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

新

（
建
築
物
の
構
造
計
算
に
関
す
る
報
告
）

第
六
条

建
築
主
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る

場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
構
造
計
算
を
行
つ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
当
該
構
造
計
算
に

つ
い
て
、
当
該
構
造
計
算
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
記
録
し

た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
建
築
主
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
は
、

建
築
主
の
氏
名
及
び
当
該
確
認
の
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を
貼
り
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
建
築
物
に
係
る
鉄
骨
の
工
事
の
報
告
）

第
七
条

旧

（
建
築
物
の
構
造
計
算
に
関
す
る
報
告
）

第
五
条
の
二

建
築
主
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
を
提
出

す
る
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
構
造
計
算
を
行

つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
当
該
構
造
計

算
に
つ
い
て
、
当
該
構
造
計
算
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
記

録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
建
築

主
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク

に
は
、
建
築
主
の
氏
名
及
び
当
該
確
認
の
申
請
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
建
築
物
に
係
る
鉄
骨
の
工
事
の
報
告
）

第
六
条

建
築
主
は
、
鉄
骨
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は

こ
れ
ら
の
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
、
三
階
以
上
の
も
の
又

は
床
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）

を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
溶
接
工
事
作
業
計
画
書
（
様
式
第
七
の
二
）
に
よ

り
建
築
主
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
建
築
物
の
鉄
骨
を
製
作
す
る
工
場
が
決
ま
つ
て
い



１

建
築
主
は
、
鉄
骨
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
こ
れ

ら
の
構
造
と
そ
の
他
の
構
造
と
を
併
用
す
る
建
築
物
で
、
三
階
以
上
の
も
の
又
は
床

面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
建
築
物
」
と

い
う
。
）
の
鉄
骨
の
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
条
第
一
項
又
は
法
第

七
条
の
三
第
一
項
の
検
査
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
鉄
骨
工
事
施
工
状
況

報
告
書
（
様
式
第
八
）
に
よ
り
建
築
主
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
工
事
の
完
了
後
法
第
七
条
の
三
第
五
項
又
は
法
第
七
条
の
四
第
三
項
の
中
間
検

査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
主
要
構
造
部
が
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た

型
式
に
適
合
す
る
特
定
建
築
物
に
は
、
適
用
し
な
い
。

な
い
と
き
は
、
溶
接
工
事
作
業
計
画
書
に
代
え
て
鉄
骨
製
作
工
場
に
関
す
る
報
告
書

（
様
式
第
七
の
三
）
を
提
出
し
、
当
該
工
場
が
決
ま
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
溶
接
工
事

作
業
計
画
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

建
築
主
は
、
特
定
建
築
物
の
鉄
骨
の
工
事
を
完
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七

条
第
一
項
又
は
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
検
査
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

鉄
骨
工
事
施
工
状
況
報
告
書
（
様
式
第
七
の
四
）
に
よ
り
建
築
主
事
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
工
事
の
完
了
後
法
第
七
条
の
三
第
五
項
又
は
法
第

七
条
の
四
第
三
項
の
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
（
昭
和
四
十
年
八
月
七
日
に

財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
に
よ
る

工
業
化
住
宅
性
能
評
定
を
受
け
た
特
定
建
築
物
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
特
殊
建
築
物
等
に
関
す
る
報
告
書
）

第
七
条

建
築
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
増

築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
増
築
後
に
お
い
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
建
築

物
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模

の
模
様
替
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
を
当
該
各

号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
用
途
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
と
同
時
又
は
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
概
要
を
特
殊
建
築
物
等
に
関
す
る
報
告



（
許
可
申
請
書
の
添
付
図
書
等
）

第
十
二
条

省
令
第
十
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
図
書

又
は
書
面
は
、
次
の
表
の
（い）
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
の
区
分
に

応
じ
、
同
表
の
（ろ）
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（い）

（ろ）

書
（
様
式
第
八
）
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
別
表
第
一
(い)
欄
㈠
項
及
び
㈣
項
に
掲
げ
る
用
途
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の

表
㈦
項
(い)
欄
に
掲
げ
る
用
途
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
用
途
に
供
す
る

部
分
の
全
部
又
は
一
部
が
二
階
以
上
の
階
又
は
地
階
に
あ
る
建
築
物

二

法
別
表
第
一
(い)
欄
㈡
項
に
掲
げ
る
用
途
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
が
二
階
以
上
の
階
又
は
地
階
に
あ
る
建
築
物

（
共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
に
あ
つ
て
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付

き
高
齢
者
向
け
住
宅
又
は
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
若
し

く
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援

助
を
行
う
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

三

法
別
表
第
一
(い)
欄
㈢
項
に
掲
げ
る
用
途
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
用
途

に
供
す
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
が
二
階
以
上
の
階
又
は
地
階
に
あ
る
建
築
物

（
学
校
又
は
学
校
に
附
属
す
る
体
育
館
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
も

の
を
除
く
。）

（
許
可
申
請
書
の
添
付
図
書
等
）

第
十
二
条

同
上

（い）

（ろ）



㈠

第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第

略

四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く

は
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し

書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
若
し
く
は

第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
、

第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
第
三
号
、

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号

若
し
く
は
第
四
号
（
第
五
十
七
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
、
第
五
十
九
条
第
一
項

第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第

三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し

く
は
第
九
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条

第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項

第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四

項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二

項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第

八
十
五
条
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く

は
第
七
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三

第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項

㈡
以
下

略

２

法
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
法
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

期
間
の
延
長
に
係
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
別
記
第
四
十
四
号
様
式
に

よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
前
項
の
表
㈠
項
（ろ）
欄
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
項
の
申
請
に
係
る
許
可
を
し
た
と
き
は
、
省
令
別
記
第
四
十
五
号
様

式
に
よ
る
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
、
当

㈠

第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第

略

四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く

は
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し

書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
若
し
く
は

第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
、

第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
第
三
号
、

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号

若
し
く
は
第
四
号
（
第
五
十
七
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
、
第
五
十
九
条
第
一
項

第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
七
条
第

三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し

く
は
第
九
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条

第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項

第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四

項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二

項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第

八
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
若
し
く

は
第
六
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三

第
三
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項

㈡
以
下

略



該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
第
二
項
の
申
請
に
係
る
許
可
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
省
令
別

記
第
四
十
六
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図

書
を
添
え
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
等
記
載
事
項
の
変
更
）

第
十
四
条

略

２

法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
六

条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物

に
つ
い
て
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
、
省
令

第
三
条
の
五
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
書
類
（
省
令
別
記
第
二
号
様

式
の
第
四
面
か
ら
第
六
面
ま
で
に
よ
る
書
類
を
除
く
。
）
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ

た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
報
告
事
項
変
更
届
（
様
式
第
十
五
の
二
）
に
変
更
後
の

内
容
を
記
載
し
た
当
該
書
類
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

略
（
計
画
の
通
知
へ
の
準
用
）

第
二
十
四
条

第
一
条
、
第
六
条
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条

第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
基
づ
く
計
画
通

知
に
準
用
す
る
。

（
申
請
書
等
記
載
事
項
の
変
更
）

第
十
四
条

略

２

法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
六

条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物

に
つ
い
て
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
、
省
令

第
三
条
の
五
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が

あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
報
告
事
項
変
更
届
（
様
式
第
十
五
の
二
）
に
変
更

後
の
内
容
を
記
載
し
た
当
該
書
類
を
添
え
て
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

略
（
計
画
の
通
知
へ
の
準
用
）

第
二
十
四
条

第
一
条
、
第
五
条
の
二
、
第
二
十
二
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十

八
条
第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
計

画
通
知
に
準
用
す
る
。



２

略

２

略


